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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体の走行に伴って圃場から根菜を引き抜いて機体後方側に搬送する引き抜き装置と、
複数の回動体を備えて前記引き抜き装置にて後方側に搬送される根菜の葉部を分離する葉
切り装置と、エンジンから伝達される動力を前記葉切り装置の複数の回動体に分岐伝達す
る伝動機構を内装するとともに前記葉切り装置よりも上方側に配備された葉切り用伝動ケ
ースとを備えており、
　前記葉切り装置は、複数の回動体として、根菜を上下方向に位置決めする位置決め用の
無端回動体と、根菜を後方に搬送する分離用の無端回動体と、前記分離用の無端回動体に
より搬送される根菜に対して根菜と葉部とを切断して分離する切断装置とを備え、
　前記位置決め用の無端回動体、前記分離用の無端回動体、及び、前記切断装置の夫々が
、前記葉切り用伝動ケースの下方側に備えられており、
　前記葉切り用伝動ケースが、根菜の搬送経路の左右両側に夫々各別に備えられ、
　前記葉切り装置において前記分離用の無端回動体により搬送される根菜の葉部が通過す
る領域の左右両側を覆う左右一対の側部カバー体が、左右両側の前記葉切り用伝動ケース
に夫々支持されており、
　前記左右一対の側部カバー体は、それぞれ、正面視において、上下方向に延びる部位と
、前記上下方向に延びる部位の上端部から外側に延びる部位と、を有しており、
　前記左右一対の側部カバー体における上下方向に延びる部位は、それぞれ、正面視にお
いて、左右の前記葉切り用伝動ケースの間に位置している根菜収穫機。
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【請求項２】
　前記葉切り用伝動ケースから下向きに突出する状態で複数の伝動軸が備えられ、
　前記位置決め用の無端回動体、前記分離用の無端回動体、及び、前記切断装置の夫々が
前記伝動軸に支持されている請求項１記載の根菜収穫機。
【請求項３】
　前記葉切り用伝動ケースが、根菜の搬送経路の左右両側に夫々各別に備えられ、
　前記エンジンからの動力を左右両側の前記葉切り用伝動ケースに内装された左右両側の
伝動機構に夫々伝達する中継伝動機構が、前記葉切り装置の下方側に位置して左右方向に
延びる中継伝動ケースに内装される状態で備えられ、
　前記左右両側の前記葉切り用伝動ケースは、前記中継伝動ケースを介して、主フレーム
に支持されている請求項１又は２記載の根菜収穫機。
【請求項４】
　前記葉切り装置により分離されて前記葉切り装置の後端部から排出される葉部を機体外
方側に流下案内する案内板が備えられ、
　前記案内板が前記中継伝動ケースに支持されている請求項３記載の根菜収穫機。
【請求項５】
　前記引き抜き装置に、根菜の搬送経路の左右両側に位置する一対の引き抜き用無端回動
体が備えられ、
　前記中継伝動ケースの左右両側端部から前記一対の引き抜き用無端回動体の夫々に動力
伝達する左右一対の縦向き伝動軸が備えられ、
　前記縦向き伝動軸を夫々内装する左右一対の縦向き伝動ケースが、前記中継伝動ケース
と前記引き抜き装置の支持フレームとにわたって連結され、
　前記引き抜き装置が、前記縦向き伝動ケース及び前記中継伝動ケースを介して前記主フ
レームに支持されている請求項３又は４記載の根菜収穫機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人参や大根等の根菜を収穫するための根菜収穫機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の根菜収穫機では、機体の走行に伴って圃場から根菜を引き抜いて機体後方側に搬
送するベルト搬送式の引き抜き装置と、その引き抜き装置にて後方側に搬送される根菜の
葉部を分離する葉切り装置とが備えられている。葉切り装置は、引き抜き装置によって搬
送される根菜に対して根菜の上端部の位置を合わせる位置合わせ用の無端回動チェーンと
、位置合わせした根菜の葉部を挟持しながら後方に搬送する搬送ベルトと、搬送しながら
葉部における根菜との境界付近を切断する回転式カッタとを備える構成となっている。そ
して、エンジンからの動力を葉切り装置の各装置に分岐伝達するための伝動機構が伝動ケ
ースに内装される状態で備えられ、その伝動ケースが、葉切り装置の下方側に位置する状
態で備えられていた（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２７５４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記根菜収穫機では、搬送ベルトによって搬送される根菜は、搬送ベルトによって葉部
が挟持されて搬送され、回転式カッタにより葉部と根菜との境界付近が切断されるもので
あるから、葉切り装置よりも下方側に根菜が位置している状態で搬送される。そして、伝
動ケースが、葉切り装置の下方側に位置する状態で備えられるので、搬送される根菜の横
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側に伝動ケースが位置することになる。
【０００５】
　しかし、根菜は土中から引き抜かれるので、収穫された根菜には土が付着しており、又
、収穫作業に伴う機体の振動に伴って搬送される根菜が左右に揺れ動くことがある。その
結果、伝動ケースの表面に土が付着することがあり、このような土が付着堆積して量が多
くなると、根菜の搬送が阻害されて、根菜の収穫作業が良好に行えなくなるおそれがある
。
【０００６】
　そこで、伝動ケースへの土の付着を防止して、収穫作業を良好に行えるようにすること
が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る根菜収穫機の特徴構成は、機体の走行に伴って圃場から根菜を引き抜いて
機体後方側に搬送する引き抜き装置と、複数の回動体を備えて前記引き抜き装置にて後方
側に搬送される根菜の葉部を分離する葉切り装置と、エンジンから伝達される動力を前記
葉切り装置の複数の回動体に分岐伝達する伝動機構を内装するとともに前記葉切り装置よ
りも上方側に配備された葉切り用伝動ケースとを備えており、前記葉切り装置は、複数の
回動体として、根菜を上下方向に位置決めする位置決め用の無端回動体と、根菜を後方に
搬送する分離用の無端回動体と、前記分離用の無端回動体により搬送される根菜に対して
根菜と葉部とを切断して分離する切断装置とを備え、前記位置決め用の無端回動体、前記
分離用の無端回動体、及び、前記切断装置の夫々が、前記葉切り用伝動ケースの下方側に
備えられており、前記葉切り用伝動ケースが、根菜の搬送経路の左右両側に夫々各別に備
えられ、前記葉切り装置において前記分離用の無端回動体により搬送される根菜の葉部が
通過する領域の左右両側を覆う左右一対の側部カバー体が、左右両側の前記葉切り用伝動
ケースに夫々支持されており、前記左右一対の側部カバー体は、それぞれ、正面視におい
て、上下方向に延びる部位と、前記上下方向に延びる部位の上端部から外側に延びる部位
と、を有しており、前記左右一対の側部カバー体における上下方向に延びる部位は、それ
ぞれ、正面視において、左右の前記葉切り用伝動ケースの間に位置している点にある。
【０００８】
　本発明によれば、葉切り装置は、複数の回動体を備えており、伝動機構によってエンジ
ンから伝達される動力が複数の回動体に分岐伝達されて、引き抜き装置にて後方側に搬送
される根菜の葉部を分離する。そして、伝動機構を内装する葉切り用伝動ケースが葉切り
装置よりも上方側に位置する状態で配備される。
【０００９】
　このように構成することで、葉切り装置によって搬送される根菜が葉切り装置よりも下
方に位置する状態で搬送されても、根菜に付着している土が葉切り用伝動ケースに付着し
て堆積するおそれが少ない。その結果、根菜の移動経路が閉塞されたり、経路が狭くなっ
て根菜の搬送並びにそれに伴う葉部の切断処理が阻害される等のおそれが少ないものとな
る。
【００１０】
　従って、葉切り用伝動ケースへの土の付着を防止して、収穫作業を良好に行えるように
することが可能となった。
【００１１】
【００１２】
　また、本構成によれば、葉切り装置においては、引き抜き装置にて後方側に搬送される
根菜が位置決め用の無端回動体によって上下方向に位置決めされる。位置決めされた根菜
を分離用の無端回動体によって後方に搬送しながら、切断装置によって根菜と葉部とを切
断して分離する。このように分離用の無端回動体によって搬送することでしっかりと保持
された状態で良好に葉部を切断することができる。尚、分離された根菜は別途回収され、
葉部は外方に排出される。
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【００１３】
　そして、位置決め用の無端回動体、分離用の無端回動体、及び、切断装置の夫々が、葉
切り用伝動ケースの下方側に備えられるので、切断位置よりも下側に位置する根菜は、葉
切り用伝動ケースに接触することがなく、葉切り用伝動ケースに土が付着するおそれは少
ないものとなる。
【００１４】
【００１５】
　また、本構成によれば、根菜を搬送する搬送処理や、葉部を切断する切断処理等を行う
場合、根菜の搬送経路の左右両側に夫々各別に葉切り用伝動ケースを備えて、搬送経路の
左右両側に回動体を備えることによって、それらの処理を良好に行うことができる。そし
て、このように左右両側に備えられる葉切り用伝動ケースを有効に利用することで、専用
の支持部材を別途備える等の構成の複雑化を招くことなく、左右一対の側部カバー体を支
持することができる。
【００１６】
　本発明においては、前記葉切り用伝動ケースから下向きに突出する状態で複数の伝動軸
が備えられ、前記位置決め用の無端回動体、前記分離用の無端回動体、及び、前記切断装
置の夫々が前記伝動軸に支持されていると好適である。
【００１７】
　本構成によれば、葉切り用伝動ケースから下向きに突出する伝動軸によって、位置決め
用の無端回動体、分離用の無端回動体、及び、切断装置の夫々を良好に支持することがで
きる。つまり、上方側に位置する葉切り用伝動ケースによって葉切り装置を支持すること
ができ、別の支持部材を備える必要がないので、根菜の搬送が邪魔されることなく葉切り
処理を良好に行うことができる。
【００１８】
　本発明においては、前記葉切り用伝動ケースが、根菜の搬送経路の左右両側に夫々各別
に備えられ、前記エンジンからの動力を左右両側の前記葉切り用伝動ケースに内装された
左右両側の伝動機構に夫々伝達する中継伝動機構が、前記葉切り装置の下方側に位置して
左右方向に延びる中継伝動ケースに内装される状態で備えられ、前記左右両側の前記葉切
り用伝動ケースは、前記中継伝動ケースを介して、主フレームに支持されていると好適で
ある。
【００１９】
　本構成によれば、中継伝動機構を介してエンジンからの動力が左右両側の伝動機構に夫
々伝達される。そして、中継伝動機構を内装する中継伝動ケースを有効に利用して、別の
支持部材を別途備える等の構成の複雑化を招くことなく、左右両側の葉切り用伝動ケース
を主フレームに支持させることができる。又、葉切り装置は左右両側の葉切り用伝動ケー
スにて支持される。
【００２０】
　従って、左右両側の葉切り用伝動ケース及び葉切り装置を主フレームにて安定的に支持
することができる。
【００２１】
　本発明においては、前記葉切り装置により分離されて前記葉切り装置の後端部から排出
される葉部を機体外方側に流下案内する案内板が備えられ、前記案内板が前記中継伝動ケ
ースに支持されていると好適である。
【００２２】
　本構成によれば、葉切り装置により分離された葉部を案内板によって機体外方側に流下
案内するので、葉部が機体内に堆積して収穫作業の邪魔になる等のおそれがない。案内板
は、葉部を有効に案内するために左右方向に幅広に形成することが望ましいが、左右方向
に延びる中継伝動ケースを有効に利用することで、案内板を左右方向に幅広に形成する場
合であっても、案内板を安定的に支持することができる。
【００２３】



(5) JP 6408384 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

　本発明においては、前記引き抜き装置に、根菜の搬送経路の左右両側に位置する一対の
引き抜き用無端回動体が備えられ、前記中継伝動ケースの左右両側端部から前記一対の引
き抜き用無端回動体の夫々に動力伝達する左右一対の縦向き伝動軸が備えられ、前記縦向
き伝動軸を夫々内装する左右一対の縦向き伝動ケースが、前記中継伝動ケースと前記引き
抜き装置の支持フレームとにわたって連結され、前記引き抜き装置が、前記縦向き伝動ケ
ース及び前記中継伝動ケースを介して前記主フレームに支持されていると好適である。
【００２４】
　本構成によれば、中継伝動ケースの左右両側端部から左右一対の縦向き伝動軸を介して
一対の引き抜き用無端回動体の夫々に動力伝達される。そして、縦向き伝動軸を内装する
左右一対の縦向き伝動ケースを有効利用して、左右両側の引き抜き装置を主フレームに、
安定的に支持させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】人参収穫機の全体側面図である。
【図２】人参収穫機の全体平面図である。
【図３】ひげ根切断装置の平面図である。
【図４】ひげ根切断装置の回転式ガイド部材を示す側面図である。
【図５】ひげ根切断装置の固定式ガイド部材を示す側面図である。
【図６】葉部分離部の側面図である。
【図７】葉部分離部の縦断側面図である。
【図８】葉部分離部の平面図である。
【図９】葉部分離部の縦断正面図である。
【図１０】位置決めチェーンと回転カッタを示す平面図である。
【図１１】位置決めチェーンの作用状態を示す縦断正面図である。
【図１２】分離用ベルトの搬送後半部の縦断背面図である。
【図１３】回収部の側面図である。
【図１４】回収部の背面図である。
【図１５】伝動系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面に基づいて、本発明に係る根菜収穫機の実施形態を根菜の一例としての人参
を収穫するための人参収穫機に適用した場合について説明する。
【００２７】
　〔全体構成〕
　図１，２に示すように、根菜収穫機の一例である人参収穫機は、左右一対のクローラ走
行装置１にて支持されている機体フレーム２を備え、且つ、エンジン３の動力により自走
する走行機体４を備えている。そして、この走行機体４に、運転座席５を備えた搭乗運転
部６、機体走行に伴って圃場から根菜の一例である人参ａを引き抜いて機体後方に搬送す
る収穫部７、収穫部７にて後方に搬送される人参の葉部を切断して作物と分離して排出す
る葉部分離部８、葉部が切断された作物を受け止めて後方に搬送するベルトコンベア９、
ベルトコンベア９から送り出される人参を機体横側上方に向けて搬送する横送りコンベア
１０、この横送りコンベア１０からの人参ａを回収袋１１によって回収する回収部１２等
を備えている。
【００２８】
　収穫部７及び葉部分離部８は、それらが一体的に、機体前後方向に延びる角パイプ材か
らなる左右一対の主フレーム１３を介して、機体フレーム２に対して横軸芯Ｐ１周りで揺
動自在に支持されている。そして、主フレーム１３の前後途中部と機体フレーム２とにわ
たって枢支連結された油圧シリンダ１４により昇降操作自在に支持されている。
【００２９】
　〔収穫部〕
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　収穫部７は、機体走行に伴って列状に植え付けられている人参の植付列の左右両側にて
人参ａの葉部を引き起こす左右両側の引起し装置１５，１６、人参ａの横側の土中に入り
込ませて振動付与によって土をほぐす土ほぐし装置１７と、人参ａの葉部ｂを挟持して圃
場から人参を引き抜いて機体後方側に搬送する引き抜き装置１８と、引き抜き装置１８の
搬送途中の下方に位置して人参ａの下端のひげ根を切断するひげ根切断装置１９とを備え
ている。
【００３０】
　引起し装置１５，１６は、圃場に植生している人参ａの葉部ｂを上昇移動する引起し爪
１５ａ，１６ａによって梳き上げることにより、収穫対象の人参の葉部を非収穫対象の人
参の葉部と分離させて引起こし処理する。
【００３１】
　左側の引起し装置１５は、引起し爪１５ａが、横軸芯周りで回動する無端回動チェーン
１５ｂに前方に先端側が突出する状態で備えられて、植え付けられている人参ａの左側に
作用するように、引起しケース１５ｃの前面側を上昇移動する縦回し式に構成されている
。又、右側の引起し装置１６は、引起し爪１６ａが、前後軸芯周りで回動する無端回動チ
ェーン１６ｂに横側方に向けて先端側が突出する状態で備えられて、植え付けられている
人参ａの右側に作用するように、引起しケース１６ｃの左横側箇所を上昇移動する横回し
式に構成されている。
【００３２】
　土ほぐし装置１７は、左右一対の土ほぐし刃１７ａを備え、この一対の土ほぐし刃１７
ａを駆動によって振動させながら収穫対象の人参ａの横側で土壌内を突き進み、引き抜き
装置１８が人参ａを圃場から抜き上げる際に人参ａが土壌から抜け出やすいように土壌を
ほぐしていく。
【００３３】
　引き抜き装置１８は、人参通過経路の左右両側の前面側が前カバー１８ａにて覆われる
とともに、その前カバー１８ａの後方側において、搬送始端部が引起し装置１５，１６の
後側近くに位置し、搬送終端側ほど機体後方上方に向かう後上り傾斜姿勢の左右一対の無
端回動式の搬送ベルト１８ｂが回動自在に備えられている。この左右一対の搬送ベルト１
８ｂにより、収穫対象の人参ａを圃場から抜き上げるとともに、そのまま引き続いて葉部
を挟持して吊り下げ姿勢で機体後方上方に向けて搬送していく。
【００３４】
　左右一対の搬送ベルト１８ｂは、上部側に位置する駆動プーリ１８ｃと、下部側に位置
する従動プーリ１８ｄとに亘って巻回され、駆動プーリ１８ｃに動力が伝達されて駆動さ
れる。駆動プーリ１８ｃ、従動プーリ１８ｄ等は、左右の前カバー１８ａの後面側に夫々
備えられた支持フレーム１８ｆにより支持されている。
【００３５】
　次に、ひげ根切断装置１９について説明する。
　図１に示すように、ひげ根切断装置１９は、引き抜き装置１８の搬送始端側の下方に位
置する箇所において、左右一対の主フレーム１３により支持されている。
【００３６】
　ひげ根切断装置１９は、引き抜き装置１８によって搬送される人参ａの下端のひげ根を
機体横向きの軸芯Ｐ２周りで回転することにより切り落とす一対の回転刃２０と、回転刃
２０を機体横向き軸芯Ｐ２周りで駆動回転する回転刃駆動用の電動モータ２１と、回転刃
２０の移動経路の外周側に位置し、引き抜き装置１８によって搬送される人参ａの下端部
を回転刃２０に案内するとともに人参下端部の回転刃移動経路への入り込み長さを規制す
る案内部２２とを備えている。一対の回転刃２０は、連結部２３により一体的に連結され
ている。
【００３７】
　案内部２２は、引き抜き装置１８によって搬送される人参ａの通過箇所における左右両
側に位置する一対のガイド部材２２Ｒ，２２Ｌを備えており、左側に位置する一方のガイ
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ド部材２２Ｌが回転式ガイド部材として構成され、右側に位置する他方のガイド部材２２
Ｒが固定式ガイド部材として構成されている。
【００３８】
　図３，５に示すように、右側の主フレーム１３の側面に連結固定されたブラケット２４
に回転刃駆動用の電動モータ２１の本体が取り付け支持されており、この回転刃駆動用の
電動モータ２１の出力軸２１ａに一対の回転刃２０を連結する連結部２３が一体回転すべ
く連結固定されている。又、ブラケット２４に固定式ガイド部材２２Ｒが一体的に連結さ
れている。
【００３９】
　回転刃駆動用の電動モータ２１は、人参ａのひげ根を切断することができるように高速
で一対の回転刃２０を駆動するように構成され、且つ、引き抜き装置１８による人参ａの
搬送方向とは反対方向に向けて回転するように回転方向が設定されている。
【００４０】
　図３，５に示すように、固定式ガイド部材２２Ｒは、丸棒材を円弧状に湾曲形成した円
弧状のガイド杆２５と、その円弧状のガイド杆２５から径方向外方に向けて直線状に延出
された直線状のガイド杆２６とを備えている。円弧状のガイド杆２５は、回転刃２０の移
動軌跡の径方向外方側にて同心円状に設けられている。
【００４１】
　図３，４に示すように、回転式ガイド部材２２Ｌは、左側の主フレーム１３の側面に連
結固定されたブラケット２４に支持されている。この回転式ガイド部材２２Ｌは、丸棒材
を円環状に湾曲形成した円環状ガイド杆２７と、この円環状ガイド杆２７における人参ａ
の通過箇所とは反対側において、周方向に適宜間隔をあけて径方向外方に片持ち状に延設
された直線状のガイド杆２８とを備えている。円環状ガイド杆２７は、回転刃２０の回転
軌跡の径方向外方側にて同心円状に設けられている。
【００４２】
　回転式ガイド部材２２Ｌは、周方向に間隔をあけた３箇所の直線状のガイド杆２８にわ
たる状態で連結された支持部材２９がブラケット２４に対して横軸芯Ｐ２周りで相対回転
自在に支持されている。つまり、回転式ガイド部材２２Ｌは自由回転状態で主フレーム１
３に支持されている。
【００４３】
　そして、回転式ガイド部材２２Ｌにおける円環状ガイド杆２７と、固定式ガイド部材２
２Ｒにおける円弧状のガイド杆２５とが、機体横幅方向に設定間隔をあけて並ぶ状態で配
備されており、それらの間にて形成された隙間を通して人参ａの下端部を回転刃２０に案
内することで、回転刃２０によるひげ根の切断処理を良好に行うことができる。
【００４４】
　固定式ガイド部材２２Ｒ及び回転式ガイド部材２２Ｌは、夫々、丸棒材からなる複数の
直線状のガイド杆２６，２８を間隔をあけて設けることにより、直線状のガイド杆２６，
２８同志の間に泥抜き用開口部が形成される。つまり、人参ａに付着している泥土が降り
かかることがあっても、この泥抜き用開口部を通して排出させることができる。又、回転
式ガイド部材２２Ｌが人参との摺接等によって自由回転することによって、付着しかかっ
た泥土が振り落とされて、泥土が付着堆積することを未然に防止できる。
【００４５】
　〔葉部分離部〕
　次に、葉部分離部８について説明する。
　図６～１０に示すように、葉部分離部８は、複数の回動体３０を備えて、引き抜き装置
１８にて後方側に搬送される人参ａの葉部ｂを分離する葉切り装置３１と、エンジン３か
ら伝達される動力を葉切り装置３１の複数の回動体３０に分岐伝達する伝動機構３２を内
装するとともに葉切り装置３１よりも上方側に配備された葉切り用伝動ケース３３とを備
えている。
【００４６】
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　葉切り装置３１は、複数の回動体３０として、人参ａを上下方向に位置決めする位置決
め用の無端回動体としての位置決め用無端回動チェーン（以下、位置決めチェーンと略称
する）３４と、人参ａを後方に搬送する分離用の無端回動体としての分離用の無端回動ベ
ルト（以下、分離用ベルトと略称する）３５、分離用ベルト３５により搬送しながら葉部
ｂと人参ａとを切断して分離する切断装置としての回転カッタ３６を備えている。そして
、これら位置決めチェーン３４、分離用ベルト３５、及び、回転カッタ３６の夫々が、葉
切り用伝動ケース３３の下方側に備えられている。
【００４７】
　図１５に示すように、位置決めチェーン３４、分離用ベルト３５、回転カッタ３６、及
び、葉切り用伝動ケース３３の夫々が、引き抜き装置１８にて後方側に搬送される人参ａ
の搬送経路の左右両側に夫々、各別に備えられている。そして、図７に示すように、葉切
り用伝動ケース３３から下向きに突出する状態で複数の伝動軸３７，３８，３９が備えら
れ、位置決めチェーン３４、分離用ベルト３５、回転カッタ３６の夫々が、伝動軸３７，
３８，３９に支持されている。
【００４８】
　すなわち、位置決めチェーン３４は、左右の葉切り用伝動ケース３３から下向きに突出
する伝動軸としての第１伝動軸３７に取付けた駆動スプロケット４０と、左右の葉切り用
伝動ケース３３の前部に一体的に連結された連結ブラケット４１から下向きに突出する伝
動軸４２に回転自在に取付けた従動スプロケット４３とにわたって巻回されている。
【００４９】
　図１０，１１に示すように、左右の位置決めチェーン３４は、それぞれのリンクプレー
ト４４に、移送経路と交差する方向に摺動自在に支持されたスライドロッド４５と、スラ
イドロッド４５の先端側に回転自在に支持された案内ローラ４６と、スライドロッド４５
を外方側に向けて移動付勢する挟持バネ４７とを備えている。
【００５０】
　左右の位置決めチェーン３４は、引き抜き装置１８が持ち上げ搬送していく人参ａの葉
部ｂの引き抜き装置１８の搬送ベルト１８ｂが挟持している部分と人参ａとの間を挟み込
むように作用する。
【００５１】
　人参ａが左右の位置決めチェーン３４の間に入り込んだ後も引き抜き装置１８は人参ａ
を持ち上げ搬送していき、左右の位置決めチェーン３４によって葉部ｂを挟持しながら吊
り下げ姿勢で回転カッタ３６の方に移送していく。このとき、挟持バネ４７によって発揮
する挟持力が、引き抜き装置１８が備えている挟持力よりも小さく設定されている。
【００５２】
　従って、引き抜き装置１８により人参ａが搬送されるに伴って、人参ａは左右の案内ロ
ーラ４６の間に入り込んでから後方に移送される。そのとき、人参ａは案内ローラ４６に
対して上昇操作され、位置決めチェーン３４の搬送終端側では、図１１（ｂ）に示すよう
に、人参ａの上端が案内ローラ４６に接当してこの案内ローラ４６が人参ａに対してそれ
以上は上昇しないようにストッパーとして作用する。
【００５３】
　人参ａが回転カッタ３６に供給されてその葉部ｂが切断される際には、人参ａの上端か
らわずかに上側に離れている部分で切断されるように、人参ａが回転カッタ３６に供給さ
れる際の人参ａの回転カッタ３６に対する位置決めが行われる。
【００５４】
　図７，１５に示すように、分離用ベルト３５は、左右の葉切り用伝動ケース３３の機体
後部側から下向きに突出する伝動軸としての第２伝動軸３８に取付けた駆動プーリ４８と
、第１伝動軸３７に自由回転自在に支持された従動プーリ４９とにわたって巻回されてい
る。分離用ベルト３５の搬送始端側は、引き抜き装置１８の搬送終端部の下方で、位置決
めチェーン３４の搬送終端部の上方に位置している。
【００５５】
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　つまり、分離用ベルト３５は、位置決めチェーン３４による位置決めが完了した後の人
参ａの葉部ｂを引き抜き装置１８と位置決めチェーン３４とから受け継いで挟持し、機体
後方向きに吊り下げ姿勢で搬送して左右の回転カッタ３６の間に供給する。そして、回転
カッタ３６によって切断されて人参ａから離れた排葉をそのまま挟持してさらに機体後方
向きに搬送して回転カッタ３６の後方で挟持を解除する。
【００５６】
　図７，１５に示すように、回転カッタ３６は、左右の葉切り用伝動ケース３３の機体後
部側から下向きに突出する伝動軸としての第３伝動軸３９に一体回転するように取付けら
れている。左右両側の回転カッタ３６は、分離用ベルト３５により挟持搬送される人参ａ
の葉部ｂを適切に切断することができるように、一部が重複する状態で備えられている。
【００５７】
　葉部分離部８にて葉部ｂから切り離された人参ａは下方のベルトコンベア９上に落下し
、切断された葉部ｂは分離用ベルト３５によって後方に搬送したのち、案内体としての案
内シュート５０によってベルトコンベア９の搬送終端側に向けて流下案内して、機体後方
の圃場に落下させる。
【００５８】
　図２，１５に示すように、ベルトコンベア９の搬送途中部の上方に回転駆動式のガイド
ローラ５１が備えられている。このガイドローラ５１は、横送りコンベア１０側に位置す
る方の端が反対側の端よりもベルトコンベア９の搬送下手側に位置するように、回転軸芯
がベルトコンベア９の搬送方向に対して傾斜した姿勢で設けられ、ベルトコンベア９が搬
送してきた人参ａを横外側に移動するように案内して横送りコンベア１０に移動させる。
【００５９】
　横送りコンベア１０は、図示はしないが、コンベアフレーム１０ａにて支持される前後
両側の無端回動チェーンにわたって機体横方向に並ぶ複数本の載置用棒体１０ｂを備え、
ベルトコンベア９からの人参ａを走行機体４の右側方で且つ斜め上方に向けて載置搬送し
て回収部１２に供給する。図２の１０Ａは、目視で選別作業する補助作業者が着座する補
助座席である。
【００６０】
　回収部１２は、横送りコンベア１０の搬送終端部の下方に位置させる容器受けの支持台
５２と、横送りコンベア１０の終端部に設けた容器支持部５３とを備えている。上端部に
開口５４を備えるよう縫製された布で成る容器５５が、底部側を支持台５２によって受け
止め支持する状態で、上部開口側を容器支持部５３によって吊り下げ支持する状態で、横
送りコンベア１０の下方に設置されている。
【００６１】
　図１３，１４に示すように、容器支持部５３は、コンベアフレーム１０ａに連結アーム
５６を介して連結された前後向きの支持杆５７と、この支持杆５７の両端部に支持される
ハンガー体５８とを備えている。各ハンガー体５８は、これの両端部に設けた吊り下げ具
５９を備えている。
【００６２】
　容器支持部５３は、一方のハンガー体５８の両吊り下げ具５９を容器５５が備える一対
の吊り上げベルト６０の一方に係止させ、他方のハンガー体５８の両吊り下げ具５９を容
器５５の他方の吊り上げベルト６０に係止させることにより、容器５５の開口側を吊り下
げ支持する。容器５５の開口縁部を各ハンガー体５８のロッド部５８ａに止着具６１を利
用するなどによって止着させることにより、容器支持部５３は、容器５５の開口５４を適
正な開き状態に保形する。
【００６３】
　横送りコンベア１０は基端側の機体前後方向に沿う軸芯Ｐ３周りで回動自在に支持され
ている。横送りコンベア１０の下側に昇降用油圧シリンダ６２が枢支連結され、この昇降
用油圧シリンダ６２を伸縮作動させることで、横送りコンベア１０の搬送終端部を昇降調
整することができ、人参ａが横送りコンベア１０から容器５５内に落下することによる人
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参の損傷を回避しながら人参回収を行うことができる。
【００６４】
　図示はしていないが、作業開始時には、昇降用油圧シリンダ６２を下降側に駆動操作し
て横送りコンベア１０の搬送終端側部を下降調節し、支持台５２からの高さを低く調節す
る。又、容器５５に回収された人参群の上面レベルが高くなって容器５５の収容空間が減
少すると、昇降用油圧シリンダ６２を上昇側に駆動操作して横送りコンベア１０の搬送終
端部を回収開始時よりも上昇調節する。
【００６５】
　支持台５２は、この支持台５２よりも機体前方側に位置する補助台６３の後端部に備え
た一対の支持部６４に揺動自在に枢支されており、操作アーム部６５と補助台６３の支持
アーム６６とに連結されたモータ駆動式のシリンダ機構６７によって軸芯Ｐ４まわりに補
助台６３に対して揺動昇降操作される。
【００６６】
　シリンダ機構６７が備える電動モータ６８が駆動されると、シリンダ機構６７が電動モ
ータ６８によって伸長側に駆動されて操作アーム部６５を軸芯Ｐ４まわりに機体後方側に
揺動操作する。これにより、支持台５２は、図１３に二点鎖線で示す如く横軸芯Ｐ４まわ
りに後下がりのシュート姿勢に下降操作され、容器５５を支持台５２から降ろしやすくす
る。
【００６７】
　〔伝動構造〕
　次に、伝動構造について説明する。
　図１５に示すように、搭乗運転部６の下方側に備えられたエンジン３の動力が、第１伝
動ベルト６９、第１中間伝動軸７０、第２伝動ベルト７１を介して横向きの第２中間伝動
軸７２に伝達される。第２中間伝動軸７２の動力は、ベルトコンベア９、横送りコンベア
１０、ガイドローラ５１に伝達される。又、第２中間伝動軸７２の動力は、第３伝動ベル
ト７３、第３中間伝動軸７４、ベベルギア機構７５、第４中間伝動軸７６、ベベルギア機
構７７を介して土ほぐし装置１７に対する振動装置７８に伝達され、さらに、第５中間伝
動軸７９、ベベルギア機構８０、前後向きの第６中間伝動軸８１を介して右側の引起し装
置１６に伝達される。又、ベベルギア機構８２を介して左側の引起し装置１５にも伝達さ
れる。
【００６８】
　又、エンジン３の動力は、伝動ベルト８３を介して走行ミッション８４の主変速部であ
る静油圧式の無段変速装置８５に伝達され、走行ミッション８４を介して左右の走行装置
１に伝達される。無段変速装置８５の変速後の動力が、伝動ベルト８６及び横向きの第７
中間伝動軸８７を介して、葉切り装置３１及び引き抜き装置１８に動力が伝達される。
【００６９】
　すなわち、第７中間伝動軸８７の左側の軸端部から、ベベルギア機構８８及び縦向き中
継伝動軸８９を介して中継伝動機構９０に動力が伝達される。図９に示すように、中継伝
動機構９０は、葉切り装置３１の下方側に位置して左右方向に延びる中継伝動ケース９１
に内装される状態で備えられ、エンジン３からの動力を、左右両側の引き抜き装置１８、
並びに、左右両側の葉切り用伝動ケース３３に内装された左右両側の葉切り用伝動機構３
２に夫々伝達する機能を有する。
【００７０】
　第７中間伝動軸８７は、主フレーム１３の揺動軸芯Ｐ３と同一軸芯上に位置している。
縦向き中継伝動軸８９を内装する縦向きケース９２の下端部は、左側の主フレーム１３の
揺動支点位置に対応する箇所に連結されており、主フレーム１３と一体的に横軸芯Ｐ３周
りで揺動自在に設けられている。
【００７１】
　縦向きケース９２の上端部は、中継伝動ケース９１の左側端部に連結されている。又、
中継伝動ケース９１の右側端部には、下側箇所が右側の主フレーム１３に連結された連結
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杆９３の上側箇所が連結されている。従って、中継伝動ケース９１は、左右両側箇所の夫
々が左右の主フレーム１３にて支持されている。
【００７２】
　図９，１５に示すように、中継伝動機構９０においては、縦向き中継伝動軸８９からの
動力が、ベベルギア機構９４を介して横向き伝動軸９５に伝達され、その横向き伝動軸９
５の左右両端に設けられたベベルギア機構９６を介して夫々、斜め前方上方に向けて延び
る縦向き伝動軸９７に伝達される。左右の縦向き伝動軸９７の上端部に備えられたスプロ
ケット９８から中継伝動チェーン９９によって、左右の引き抜き装置１８の駆動用スプロ
ケット１００に動力が伝達される。
【００７３】
　図９に示すように、左右両側の縦向き伝動軸９７は夫々、縦向き伝動ケース１０１に内
装されている。左右両側の縦向き伝動ケース１０１は夫々、下側箇所が中継伝動ケース９
１に連結され、上側箇所が引き抜き装置１８の支持フレーム１８ｆにおける上部側箇所に
連結されている。又、引き抜き装置１８の支持フレーム１８ｆにおける下部側箇所は主フ
レーム１３に連結されている。引き抜き装置１８の支持フレーム１８ｆにおける上下中間
部箇所と主フレーム１３の前後中間部とに亘って中間支持フレーム１０３が連結されてい
る。従って、引き抜き装置１８は、上下両側箇所並びに中間箇所において主フレーム１３
に連結されており、主フレーム１３と共に横軸芯Ｐ３周りで揺動自在に機体フレーム２に
支持されている。
【００７４】
　図９，１５に示すように、中継伝動機構９０における横向き伝動軸９５に伝達された動
力は、横向き伝動軸９５の横方向両端よりも少し横方向中間寄り位置に設けられたベベル
ギア機構１０４、及び、上方に向けて延びる葉切り用の分岐伝動軸１０５を介して、左右
両側の葉切り用伝動ケース３３内に備えられた左右の葉切り用伝動機構３２に伝達される
。
【００７５】
　図７，１５に示すように、左右の葉切り用伝動機構３２においては夫々、分岐伝動軸１
０５からベベルギア機構１０６を介して前後向き伝動軸１０７に動力が伝達される。前後
向き伝動軸１０７からの動力が第１ベベルギア機構１０８を介して第１伝動軸３７に伝達
され、位置決めチェーン３４が回動駆動される。又、前後向き伝動軸１０７からの動力が
第２ベベルギア機構１０９を介して第２伝動軸３８に伝達され、分離用ベルト３５が回動
駆動される。そして、前後向き伝動軸１０７からの動力が第３ベベルギア機構１１０を介
して第３伝動軸３９に伝達され、回転カッタ３６が回転駆動される。
【００７６】
　〔案内シュート、カバー体等の支持構造〕
　人参が切り落とされた後の葉部は、分離用ベルト３５によりさらに機体後方側に搬送さ
れて、その搬送終端部から後方に放出され、案内シュート５０によってベルトコンベア９
の搬送終端側に向けて流下案内される。その後、ベルトコンベア９の後端から下方に落下
したのち、落下ガイド板１１１によって機体右側方に向けて流下案内されて地面に放出さ
れる。図１，６，１２に示すように、分離用ベルト３５から放出される葉部を流下案内す
る案内シュート５０は、中継伝動ケース９１の後部側箇所に支持部材１１２を介して支持
されている。中継伝動機構９０を内装する支持強度の大きい中継伝動ケース９１を利用し
て、案内シュート５０を安定的に支持している。尚、図６は、案内シュート５０を機体内
方側に収納した状態を示している。
【００７７】
　図１２に示すように、分離用ベルト３５により挟持搬送される人参の搬送経路の左右両
側には、葉部が通過する領域の左右両側を覆う左右一対の側部カバー体１１３が備えられ
ている。側部カバー体１１３は、機体正面視で略Ｌ字形に形成され、人参の葉部が通過す
る隙間を形成するように下端部が対向する状態で左右両側に配備されている。又、分離用
ベルト３５の搬送経路の略全長にわたって前後方向に延びる状態で備えられている。
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【００７８】
　左右の側部カバー体１１３は、前後方向の途中部において、ボルトで連結する状態で左
右両側の葉切り用伝動ケース３３に夫々支持されている。葉切り用伝動機構３２を内装す
る支持強度の大きい葉切り用伝動ケース３３を利用して、左右の側部カバー体１１３を安
定的に支持している。
【００７９】
　左右の側部カバー体１１３の上端部には、葉切り装置３１の上方を覆う左右両側の上部
カバー体１１４の横方向内方側箇所が連結されている。上部カバー体１１４の横方向外方
側箇所は、図示しない機体外装カバーに連結されている。
【００８０】
〔別実施形態〕
（１）上記実施形態では、葉切り装置３１が、複数の回動体として、位置決めチェーン３
４と、分離用ベルト３５と、回転カッタ３６とを備えるものを示したが、このような構成
に代えて、例えば、分離用ベルト３５と回転カッタ３６だけを備える構成、分離用ベルト
３５に代えて、無端回動チェーンと回転カッタとを備える構成等であってもよい。
【００８１】
（２）上記実施形態では、位置決めチェーン３４、分離用ベルト３５、回転カッタ３６、
及び、葉切り用伝動ケース３３の夫々が、人参の搬送経路の左右両側に夫々各別に備えら
れる構成としたが、このような構成に代えて、上記各部の夫々が人参の搬送経路の片側に
のみ備えられる構成としてもよい。
【００８２】
（３）上記実施形態では、葉切り用伝動ケース３３から下向きに突出する状態で複数の伝
動軸３７，３８，３９が備えられ、この伝動軸に、複数の回動体（位置決めチェーン３４
、分離用ベルト３５、回転カッタ３６）の夫々を支持する構成としたが、この構成に代え
て、葉切り用伝動ケース３３とは別に備えた支持部材により複数の回動体（位置決めチェ
ーン、分離用ベルト、回転カッタ等）を支持する構成としてもよい。
【００８３】
（４）上記実施形態では、左右両側の葉切り用伝動ケース３３が、中継伝動ケース９１を
介して、主フレーム１３に支持される構成としたが、この構成に代えて、中継伝動ケース
９１以外の他の支持部材を介して主フレーム１３に支持する構成としてもよい。
【００８４】
（５）上記実施形態では、葉切り装置３１の後端部から排出される葉部を機体外方側に流
下案内する案内シュート５０が、中継伝動ケース９１に支持される構成としたが、この構
成に代えて、中継伝動ケース９１以外の他の支持部材に支持する構成としてもよい。
【００８５】
（６）上記実施形態では、引き抜き装置１８が、縦向き伝動ケース１０１及び中継伝動ケ
ース０１を介して主フレーム１３に支持される構成としたが、この構成に代えて、引き抜
き装置１８を支持強度の大きい専用の支持フレームを用いて主フレーム１３に支持する構
成としてもよい。
【００８６】
（７）上記実施形態では、根菜として人参を収穫する人参収穫機を例示したが、根菜とし
ては、人参の他、大根やごぼう等の種々の根菜を収穫する根菜収穫機に適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、人参や大根等の根菜を収穫するための根菜収穫機に適用できる。
【符号の説明】
【００８８】
　３　　　　　　　　　エンジン
　１３　　　　　　　　主フレーム
　１８　　　　　　　　引き抜き装置
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　１８ｂ　　　　　　　引き抜き用無端回動体
　１８ｆ　　　　　　　支持フレーム
　３０　　　　　　　　回動体
　３１　　　　　　　　葉切り装置
　３２　　　　　　　　伝動機構
　３３　　　　　　　　葉切り用伝動ケース
　３４　　　　　　　　位置決め用の無端回動体
　３５　　　　　　　　分離用の無端回動体
　３６　　　　　　　　切断装置
　５０　　　　　　　　案内板
　３７，３８，３９　　伝動軸
　９０　　　　　　　　中継伝動機構
　９１　　　　　　　　中継伝動ケース
　９７　　　　　　　　縦向き伝動軸
　１０１　　　　　　　縦向き伝動ケース

【図１】 【図２】
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